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Ⅰ直方市の財務書類の公表について

１　地方公会計制度の概要

進されてきました。

して要請を行いました。

ました。

計の活用の視点や方法の普及が図られてきています。

の 活 用 事 例 等 が 示 さ れ て い ま す 。 ま た 、 令 和 元 年 8 月 公 表 の 「 統 一 的 な 基 準 に よ る 地 方 公 会 計

マニュアル（改訂）」では、統一的な基準策定後の取組が詳細に提示されており、さらなる地方公会

「 統 一 的 な 基 準 」 に よ る 地 方 公 会 計 の 整 備 が 進 む こ と に よ り 、 財 政 状 況 や ス ト ッ ク 情 報 が

「 見 え る 化 」 さ れ 、 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 に よ り 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト が 推 進 さ れ る な ど 、 地 方

公 会 計 は 、 財 務 書 類 や 固 定 資 産 台 帳 を 作 成 す る だ け で は な く 、 そ れ を わ か り や す く 公 表 す る

と と も に 、 資 産 管 理 や 予 算 編 成 、 行 政 評 価 等 に 活 用 さ れ る こ と が 期 待 さ れ て い ま す 。

こ の た め 、 平 成 27 年 1 月 に 公 表 さ れ た 「 統 一 的 な 基 準 に よ る 地 方 公 会 計 マ ニ ュ ア ル 」 の

「 財 務 書 類 等 活 用 の 手 引 き 」 に お い て 、 財 務 書 類 等 の 活 用 の 具 体 的 な 方 法 の 例 や 先 進 自 治 体

体 比 較 が で き な い 等 の 問 題 が 生 じ て い ま し た 。 こ の た め 総 務 省 は 平 成 25 年 8 月 に 「 研 究 会

中 間 と り ま と め 」 を 公 表 、 平 成 26 年 3 月 に 「 地 方 自 治 体 に お け る 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 等 に 関

する作業部会報告書」「財務書類作成基準に関する作業部会報告書」を公表しました。

そ し て 、 平 成 27 年 1 月 に 発 生 主 義 ・ 複 式 簿 記 の 導 入 、 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 に よ り 客 観 性 ・

比 較 可 能 性 を 担 保 し た 「 統 一 的 な 基 準 」 に よ る 地 方 公 会 計 の 整 備 の 方 針 が 示 さ れ 、 す べ て の

地 方 公 共 団 体 へ こ の 統 一 的 な 基 準 で の 財 務 書 類 を 平 成 30 年 3 月 ま で に 作 成 す る よ う 要 請 さ れ

ま し た 。 具 体 的 に は 、 平 成 18 年 5 月 に 公 表 さ れ た 「 新 地 方 公 会 計 制 度 研 究 会 報 告 書 」 を 基 に 、

国 の 作 成 基 準 に 準 拠 し た 新 た な 方 式 に よ る 連 結 ベ ー ス で の 財 務 書 類 （ 貸 借 対 照 表 、 行 政 コ ス ト

計 算 書 、 純 資 産 変 動 計 算 書 、 資 金 収 支 計 算 書 ） の 作 成 及 び 開 示 を 行 う よ う 、 地 方 公 共 団 体 に 対

こ の 要 請 に 基 づ き 各 地 方 公 共 団 体 で は 公 会 計 の 整 備 を 着 々 と 進 め て い き ま し た が 、 総 務 省 は

新 地 方 公 会 計 制 度 の 導 入 に あ た り 、 「 総 務 省 方 式 改 訂 モ デ ル 」 と 「 基 準 モ デ ル 」 の 二 つ の モ デ

ル を 示 し て い ま し た 。 さ ら に 東 京 都 は 東 京 都 方 式 、 大 阪 府 は 大 阪 府 方 式 と 複 数 あ る こ と で 他 団

地 方 公 共 団 体 に お け る 財 務 書 類 の 整 備 に つ い て は 、 総 務 省 か ら 平 成 12 年 と 平 成 13 年 に 普

通 会 計 の バ ラ ン ス シ ー ト 、 行 政 コ ス ト 計 算 書 及 び 地 方 公 共 団 体 全 体 の バ ラ ン ス シ ー ト の モ デ ル

が 示 さ れ 、 平 成 18 年 6 月 「 簡 素 で 効 率 的 な 政 府 を 実 現 す る た め の 行 政 改 革 の 推 進 に 関 す る 法

律 」 が 成 立 し ま し た 。 ま た 続 け て 同 年 8 月 に は 総 務 省 か ら 「 地 方 公 共 団 体 に お け る 行 政 改 革 の

更 な る 推 進 の た め の 指 針 」 が 示 さ れ ま し た 。 こ れ ら の 法 律 、 指 針 に よ り 、 地 方 の 資 産 ・ 債 務 改

革 の 一 環 と し て 、 自 治 体 の 資 産 や 債 務 の 管 理 に 必 要 な 公 会 計 を さ ら に 整 備 す る こ と を 目 的 と し

国 ・ 地 方 公 共 団 体 の 公 会 計 制 度 は 、 こ れ ま で 現 金 収 支 に 着 目 し た 単 式 簿 記 が 採 用 さ れ て き ま

し た 。 と こ ろ が 単 式 簿 記 は 、 発 生 主 義 の 複 式 簿 記 を 採 用 す る 企 業 会 計 と 比 べ 、 過 去 か ら 積 み 上

げ た 資 産 や 負 債 な ど の 状 況 を 把 握 で き な い こ と 、 ま た 減 価 償 却 や 引 当 金 と い っ た 会 計 手 続 き の

概 念 が な い と い っ た 弱 点 が あ り ま し た 。 そ こ で 、 財 政 の 透 明 性 を 高 め 、 国 民 ・ 住 民 に 対 す る 説

明 責 任 を よ り 適 切 に 果 た し 、 財 政 の 効 率 化 ・ 適 正 化 を 図 る た め 、 現 金 主 義 会 計 を 補 完 す る も の

と し て 、 企 業 会 計 の 考 え 方 及 び 手 法 を 活 用 し た 発 生 主 義 会 計 に 基 づ く 財 務 書 類 等 の 開 示 が 推
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２　直方市の取り組み

な基準による財務書類を作成しています。

の1つになっているものと考えられます。

３　統一的な基準の特徴

統一的な基準による財務書類の特徴として大きく３つ挙げられます。

①発生主義・複式簿記の導入

②固定資産台帳の整備

③比較可能性の確保

４　作成基準日

扱っています。

日 か ら 5 月 31 日 ま で の 間 ） の 収 支 に つ い て は 、 基 準 日 ま で に 終 了 し た も の と み な し て 取 り

こ の こ と に よ り 、 現 金 の 取 引 情 報 に と ど ま ら ず 資 産 や 負 債 の 状 況 も 把 握 で き る よ う に な り ま

し た 。 住 民 に と っ て も 直 方 市 の 財 務 状 況 が ど う い っ た も の で あ る か を 判 断 す る こ と が 出 来 る 材 料

作 成 基 準 日 は 、 各 会 計 年 度 の 最 終 日 と し ま し た 。 今 回 の 令 和 元 年 度 決 算 分 で は 令 和 2 年

3 月 31 日 と な り ま す 。 な お 、 地 方 公 共 団 体 に 設 け ら れ て い る 出 納 整 理 期 間 （ 翌 年 度 4 月 1

こ う し た 状 況 の 中 、 直 方 市 で は 、 平 成 28 年 度 決 算 か ら 、 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 を 行 い 、 統 一 的
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５　作成対象とする範囲

全体に一部事務組合などの関係団体を含めたものです。

※全体財務書類とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めたもので、連結財務書類とは、

一部事務組合
広域連合

直方・鞍手広域市町村圏事務組合（一般会計）

直方・鞍手広域市町村圏事務組合（休日等急患センター事業特別会計）

福岡県後期高齢者医療広域連合（一般会計）

福岡県後期高齢者医療広域連合（後期高齢者医療特別会計）

福岡県自治振興組合

直方市・北九州市岡森用水組合（一般会計）

会計区分

連結

全体

一般会計等
一般会計

同和地区住宅資金貸付事業特別会計

公営企業
水道事業会計

下水道事業会計

後期高齢者医療特別会計

特別会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計（保険事業勘定）

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

上頓野産業団地造成事業特別会計

地方三公社
第三セクター

直方文化青少年協会

直方市土地開発公社

直方市福祉会

3



Ⅱ一般会計等財務書類

１　財務書類の見方

情報、資産・負債のストック情報の把握が可能となります。

　なお、財務書類4表の相互関係は以下のとおりです。

（ ）

※3 +

※2

※1

※1　貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に本年度末歳計外現金残高を

　　　足したものと対応します。

※２　貸借対照表の「純資産」の金額は、純資産変動計算書の本年度末残高と対応します。

※３　行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。

本年度末
歳計外現金残高

臨時利益 固定資産の変動 前年度末残高

純資産 純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高

経常収益 純行政コスト 投資活動収支

うち
現金預金 臨時損失 財源 財務活動収支

で、単年度のみではなく、経年で一定期間の推移を併せて見ることも重要です。

貸借対照表 行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

資産 負債 経常費用 前年度末残高 業務活動収支

主 義 会 計 で は 、 現 金 決 済 を 伴 わ な い コ ス ト 取 引 （ 非 資 金 取 引 ） が 把 握 さ れ ま す 。 例 え ば 、 建 物

や 工 作 物 等 は 使 用 す る こ と や 時 間 の 経 過 に よ っ て 徐 々 に 価 値 は 低 下 し て い き ま す 。 そ の 価 値 の

減 少 を 減 価 償 却 費 と い う 形 で 把 握 し ま す 。 ま た 、 退 職 手 当 に つ い て は 給 料 の 後 払 い と し て の 性

格 が あ る こ と か ら 、 毎 年 度 、 前 も っ て 勤 務 期 間 に わ た り 退 職 手 当 引 当 金 繰 入 額 と し て 把 握 し ま

す 。 こ の よ う に 現 金 主 義 で は 見 え に く い 減 価 償 却 費 、 退 職 手 当 引 当 金 繰 入 額 と い っ た コ ス ト

ま た 、 分 析 す る 際 に は 、 災 害 や 資 産 の 売 却 な ど 、 単 年 度 毎 に 特 殊 な 事 情 が あ る 場 合 が あ る の

発 生 主 義 ・ 複 式 簿 記 に よ る 財 務 書 類 （ 貸 借 対 照 表 、 行 政 コ ス ト 計 算 書 、 純 資 産 変 動 計 算 書 及

び 資 金 収 支 計 算 書 等 ） は 、 現 金 主 義 ・ 単 式 簿 記 の 予 算 ・ 決 算 情 報 を 補 完 す る も の で あ り 、 発 生
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２　財務書類四表

（１）貸借対照表（令和2年3月31日現在）

う情報は把握ができません。

現在の世代、または国、県が負担した分となります。

1.固定資産 ＜着目する主な項目＞
（1）有形固定資産 a 有形固定資産・減価償却累計額
　　　事業用資産 a ・取得価額に対する減価償却累計額の比率を見ることで、資産の
　　　インフラ資産 経年の程度を把握。
　　　物品 ※減価償却累計額の金額は、財務書類四表の金額を参照。
（2）無形固定資産

（3）投資その他の資産 ｂ 投資及び出資金・投資損失引当金
      投資及び出資金 b ・投資損失引当金に△印の金額がある場合、業績がよくない第三セクター
      投資損失引当金 等があることを表示。
      長期延滞債権 c
      長期貸付金 ｃ 長期延滞債権・未収金
      基金 d ・長期延滞債権・未収金は、税収等の未納があることを表示。
      その他 ・これらのうち、過去の実績等から、回収が見込めないと推計された
      徴収不能引当金 c 金額を徴収不能引当金に計上。

2.流動資産 ｄ 基金
（1）現金預金 ・使途を明確に定めて積み立てられているものと、年度間の財源の
（2）未収金 c 不均衡を調整するもの（財政調整基金）とが存在。
（3）短期貸付金

（4）基金 d
（5）棚卸資産

（6）その他

（7）徴収不能引当金 c

　資産の部合計

1.固定負債 ＜着目する主な項目＞
（1）地方債 e e 地方債・１年内償還予定地方債
（2）長期未払金 ・次年度以降に償還予定の地方債残高を把握。
（3）退職手当引当金 f ・臨時財政対策債など、固定資産の取得財源ではない特例的地方債
（4）損失補償等引当金 の存在に留意。
（5）その他

f 退職手当引当金
2.流動負債 ・貸借対照表日に職員全員が退職したと仮定した場合に必要となる

（1）1年内償還予定地方債 e 退職手当額を計上。
（2）未払金 ・退職手当組合に加入していない団体は、退職手当目的基金の有無
（3）未払費用 と金額を確認。
（4）前受金

（5）前受収益 ｇ 余剰分（不足分）
（6）賞与等引当金 ・一般的にマイナス表記が多い。
（7）預り金 この場合、将来の税収や地方交付税などの財源が収入されると
（8）その他 見越して、現世代が将来世代に負担を先送りしていることを表示。

（1）固定資産等形成分

（2）余剰分（不足分） g

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

「 負 債 」 は 、 今 後 、 負 担 す べ き 債 務 で あ る こ と か ら 将 来 世 代 に 対 し て の 負 担 と と ら え る こ と が

で き 、 一 方 で 、 「 純 資 産 」 は 、 今 後 負 担 す る 必 要 性 の な い 資 産 、 言 い 換 え れ ば こ れ ま で の 世 代 や

資産の部

負債及び純資産の部

負債の部合計

地 方 公 共 団 体 の 決 算 書 は 、 1 年 間 で 、 ど の よ う な 収 入 が い く ら あ り 、 そ の 収 入 を 何 に い く ら 使

っ た か 、 と い う 単 年 度 の 状 況 は 把 握 で き ま す が 、 現 在 、 ど れ だ け の 資 産 や 負 債 が あ る の か 、 と い

こ の 貸 借 対 照 表 で は 、 基 準 日 現 在 で 、 ど れ だ け の 資 産 や 負 債 が あ る の か を 把 握 で き ま す 。 「 資

産 」 は 、 保 有 す る 資 産 の 内 容 や 額 が 記 載 し て あ り ま す 。 「 負 債 」 及 び 「 純 資 産 」 は 、 「 資 産 」

を形成するためにどのような財源措置をしてきたかを表しています。
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1.固定資産 1.固定負債

（1）有形固定資産 　　　（1）地方債

　　　事業用資産 　　　（2）長期未払金

　　　インフラ資産 　　　（3）退職手当引当金

　　　物品 　　　（4）損失補償等引当金

（2）無形固定資産 　　　（5）その他

（3）投資その他の資産

      投資及び出資金 2.流動負債

      投資損失引当金 　　　（1）1年内償還予定地方債

      長期延滞債権 　　　（2）未払金

      長期貸付金 　　　（3）未払費用

      基金 　　　（4）前受金

      その他 　　　（5）前受収益

      徴収不能引当金 　　　（6）賞与等引当金

2.流動資産 　　　（7）預り金

（1）現金預金 　　　（8）その他

（2）未収金

（3）短期貸付金 　負債の部合計

（4）基金 （1）固定資産等形成分

（5）棚卸資産 （2）余剰分（不足分）

（6）その他

（7）徴収不能引当金

　純資産の部合計

　資産の部合計 　負債及び純資産の部合計
　※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。

有しており、資産の7.6％を占めています。

予想されます。

用語解説

①固定資産

　事業用資産・・・・・・・・・・・・ 公共サービスに供されている資産でインフラ資産及び物品以外の資産

（例：庁舎、学校、公民館、公営住宅、福祉施設、収益事業の施設など）

社会基盤となる資産（例：道路、橋、公園、上下水道施設など）

車両、物品、美術品、機械装置等

ソフトウェア、地上権等

有価証券、出資金、出捐金

連結対象団体への出資金等の実質価額が低下した場合に計上

市税や使用料などの滞納繰越調定収入未済分

自治法第240条第1項に規定する債権である貸付金

 （流動資産に区分されるもの以外）

　投資損失引当金・・・・・・・・

　長期延滞債権・・・・・・・・・・

　長期貸付金・・・・・・・・・・・・

準 日 時 点 に お け る 金 銭 必 要 額 を 指 し て お り 、 ほ ぼ 全 て の 地 方 公 共 団 体 が マ イ ナ ス に な る こ と が

　インフラ資産・・・・・・・・・・・・

　物品・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　無形固定資産・・・・・・・・・・

　投資及び出資金・・・・・・・・

の 無 形 固 定 資 産 で 形 成 さ れ て い ま す 。 ま た 、 基 金 は 固 定 資 産 、 流 動 資 産 合 わ せ て 約 49 億 円 所

一 方 で 、 将 来 世 代 が 負 担 す べ き 負 債 は 約 247 億 円 と な っ て お り 、 資 産 に 対 し て 38.7 ％

と な っ て い ま す 。 負 債 の 多 く を 占 め る の は 、 地 方 債 が 約 218 億 円 で す 。 ま た 、 地 方 債 の 中

に は 、 国 か ら の 地 方 交 付 税 措 置 を 受 け る 臨 時 財 政 対 策 債 が 約 100 億 円 あ り ま す 。

純 資 産 は 形 成 し た 資 産 に 対 し て 負 担 の 必 要 が な い 金 額 を 指 し て お り 、 資 産 に 対 し て 61.3 ％

と な っ て い ま す 。 こ の 中 で 、 余 剰 分 （ 不 足 分 ） が 約 △ 241 億 円 と な っ て い ま す が 、 こ れ は 基

63,867,487 100.0% 63,867,487 100.0%

こ れ ま で に 直 方 市 で は 、 一 般 会 計 等 ベ ー ス で 約 639 億 円 の 資 産 を 形 成 し て き て い ま す 。

そ の 資 産 の う ち 、 90.2 ％ は 土 地 や 建 物 、 工 作 物 な ど の 有 形 固 定 資 産 及 び ソ フ ト ウ ェ ア な ど

- -

3,910△ △0.0%

39,119,540 61.3%

3,095,098 4.8% 63,266,421 

- - 24,146,881△ 

83,165 0.1%

4,162 0.0% 24,747,947 38.7%

3,700,326 5.8% 134,843 0.2%

521,812 0.8% - -

- - - -

9,526△ △0.0% 244,569 0.4%

2,497 0.0% - -

1,788,982 2.8% 68,292 0.1%

- - 1,781,852 2.8%

530,725 0.8% - -

2,546,354 4.0%

233,675 0.4% 2,229,555 3.5%

1,180,148 1.8% - -

48,600 0.1% - -

29,729,467 46.5% - -

26,662,593 41.7% 2,522,957 4.0%

割合
60,167,161 94.2% 22,518,392 35.3%

57,572,207 90.1% 19,995,435 31.3%

貸借対照表
資産の部 負債及び純資産の部

勘定科目
一般会計等

勘定科目
一般会計等

金額 割合 金額

(単位：千円）
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流動資産に区分される以外の基金

上記以外及び徴収不能引当金以外のもの

（長期前払金、株式会社のその他の投資等）

長期延滞債権や長期貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能

                                     見込額（不納欠損額）を見積もったもの

現金や普通預金を指し、歳計外現金も含む

市税や使用料などの現年度調定収入未済分

貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの

財政調整基金、減債基金

売却を目的として保有している資産

上記以外及び徴収不能引当金以外のもの（前払金、仮払金など）

未収金や短期貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額

（不納欠損額）を見積もったもの

地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が1年超のもの及び、

地方三公社、第三セクター、一部事務組合等の長期借入金

自治法第214条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされるもの

及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外

原則期末自己都合要支給額

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体

財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上

上記以外の固定負債（長期性リース債務等）

地方公共団体が発行した地方債のうち、1年以内に償還予定のもの及

び、地方三公社、第三セクター、一部事務組合等の短期借入金

基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確

定し、または合理的に見積もることができるもの

一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準日時

点において既に提供された役務に対して未だその対価の支払を終

えていないもの

基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務

の履行を行っていないもの

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点にお

いて未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの

基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利費

基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債

上記以外の流動負債（短期性リース債務等）

　賞与等引当金・・・・・・・・・

　預り金・・・・・・・・・・・・・・・・

　その他・・・・・・・・・・・・・・・

　前受金・・・・・・・・・・・・・・・

　前受収益・・・・・・・・・・・・・

④流動負債

　1年内償還予定地方債・・・

                                          もの及び、土地開発公社、第三セクターの短期借入金

　未払金・・・・・・・・・・・・・・・

　未払費用・・・・・・・・・・・・・

　長期未払金・・・・・・・・・・・

　退職手当引当金・・・・・・・・

　損失補償等引当金・・・・・・

　その他・・・・・・・・・・・・・・・

　棚卸資産・・・・・・・・・・・・・

　その他・・・・・・・・・・・・・・・

　徴収不能引当金・・・・・・・・

③固定負債

　地方債・・・・・・・・・・・・・・・

　徴収不能引当金・・・・・・・・

②流動資産

　現金預金・・・・・・・・・・・・・

　未収金・・・・・・・・・・・・・・・・

　短期貸付金・・・・・・・・・・・

　基金・・・・・・・・・・・・・・・・・

　基金・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　その他・・・・・・・・・・・・・・・・
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（２）行政コスト計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

手当引当金繰入額などの現金支出を伴わないコストまでを含んで表しています。

負担がどの程度あったかを把握することができます。

庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表すことになります。

かにすることもできます。

経常費用 ※1
1.業務費用 ＜着目する主な項目＞
　　　（1）人件費 a　減価償却費
　　　（2）物件費等 行政を執行する立場からは、１年間に費消した固定資産（償却資産）の
          内、減価償却費 a 金額を表す項目である。一方で、住民の立場から見た場合には、その
　　　（3）その他の業務費用 金額に見合う施設やインフラに関するサービスの提供を受けたことを
2.移転費用 表示しているとの見方もできる。
　　　（1）補助金等

　　　（2）社会保障給付 ※1　人件費、物件費、移転費用（補助金）などを発生額で計上
　　　（3）他会計への繰出金

　　　（4）その他 ※2　経常的に発生する費用から、使用料及び手数料といった受益者
経常収益 負担収益を差し引くことで純経常行政コストを算定
1.使用料及び手数料

2.その他 ※3　臨時に発生する損失、利益を加味して純行政コスト（税を主とする
純経常行政コスト ※2 一般財源等で賄うべきコスト）を算定
臨時損失

臨時利益

純行政コスト ※3

さ ら に 、 そ の 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に 対 す る 直 接 の 対 価 で あ る 使 用 料 や 手 数 料 と い っ た 受 益 者

経 常 費 用 と 経 常 収 益 の 差 額 で あ る 純 行 政 コ ス ト は 、 受 益 者 負 担 以 外 の 市 税 や 地 方 交 付 税 、 国

こ う し た コ ス ト を 把 握 す る こ と は 、 市 の 内 部 的 に は 行 政 活 動 の 効 率 性 に つ な が り 、 ま た 、 単 年

度の資産形成費用の多寡にのみ着目せずに、長期的な コス ト 意識 を醸 成す るこ と に もつ な が るも

の と 考 え ら れ ま す 。 さ ら に こ れ ら の コ ス ト に 対 し 、 使 用 料 等 の 住 民 負 担 が ど う で あ っ た か を 明 ら

行 政 コ ス ト 計 算 書 は 、 民 間 企 業 の 損 益 計 算 書 に あ た る も の で 、 行 政 運 営 に か か っ た コ ス ト の

う ち 、 例 え ば 人 的 サ ー ビ ス や 給 付 サ ー ビ ス な ど 、 資 産 形 成 に つ な が ら な い 行 政 サ ー ビ ス に 要 し た

コ ス ト を 表 し た も の で す 。 ま た 、 実 際 に 現 金 の 支 出 を 伴 う サ ー ビ ス の ほ か に 、 減 価 償 却 費 や 退 職
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経常費用
1.業務費用
　　　（1）人件費
　　　（2）物件費等
          内、減価償却費
　　　（3）その他の業務費用
2.移転費用
　　　（1）補助金等
　　　（2）社会保障給付
　　　（3）他会計への繰出金
　　　（4）その他
経常収益
1.使用料及び手数料
2.その他
純経常行政コスト
臨時損失
臨時利益
純行政コスト

減価償却費は約20億円計上されています。

算書で表されます。

用語解説

①経常費用

　1.業務費用

職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など

職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設等の維持

修繕にかかる経費や有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費等

支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付など

　2.移転費用・・・・・・・・・・・ 住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への繰出

金等

②経常収益

財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭

過料、預金利子、売上収益等

③臨時損失・・・・・・・・・・・ 災害復旧事業費、資産除売却損など

④臨時利益・・・・・・・・・・・ 資産売却益など

　　　その他の業務費用・・

　使用料及び手数料・・・・

　その他・・・・・・・・・・・・・・

受 益 者 負 担 が 適 正 か ど う か を 検 討 す る 場 合 の 一 つ の 材 料 と し て 使 用 す る こ と が 考 え ら れ ま す 。

臨 時 的 に 発 生 し た 損 益 を 含 め て 、 最 終 的 な 行 政 コ ス ト （ 純 行 政 コ ス ト ） は 約 222 億 円 と な

っ て い ま す 。 こ の 純 行 政 コ ス ト に 対 し て ど の よ う な 財 源 を 調 達 し た か に つ い て は 純 資 産 変 動 計

　　　人件費・・・・・・・・・・・・

　　　物件費等・・・・・・・・・・

毎 年 継 続的 に発 生す る費 用で ある 経常 費用 は約 236 億 円と な っ て い ます 。業 務費 用と 移転 費用

に 分 か れ て お り 、 人 件 費 や 物 件 費 な ど の 業 務 費 用 が 約 100 億 円 で 42.5 ％ 、 補 助 金 や 他 会 計 へ

の 繰 出 金 な ど 外 部 へ 支 出 さ れ る 移 転 費 用 が 約 135 億 円 で 57.5 ％ と な っ て い ま す 。 ま た 、

貸 借 対 照 表 で 計 上 し て い る 有 形 固 定 資 産 や 無 形 固 定 資 産 の 1 年 間 の 価 値 の 目 減 り 分 で あ る

一 方 で 、 サ ー ビ ス の 対 価 と し て 徴 収 す る 使 用 料 や 手 数 料 、 受 取 利 息 な ど が 該 当 す る 経 常 収 益

は 約 14 億 円 と な っ て お り 、 経 常 費 用 に 対 し て 6 ％ と な っ て い ま す 。 こ の 数 字 は 将 来 的 に は

353,826 
22,152,446 

91,355 
7,710 

22,236,092 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため
合計金額に齟齬が生じる場合があります。
注）1　この割合は、受益者負担比率を表しています。（経常収益/経常
費用）

11,841 0.1%
1,403,425 6.0% 注）1
1,049,599 

2,655,277 11.3%
9,022,275 38.3%
1,845,899 7.8%

1,991,442 8.5%
234,079 1.0%

13,535,292 57.5%

10,020,580 42.5%
3,514,724 14.9%
6,271,776 26.6%

行政コスト計算書

勘定科目
一般会計等

金額 割合
23,555,871 100.0%

(単位：千円）
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（３）純資産変動計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

もので、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。

ってどの程度賄われているかを把握することが可能となります。

前年度末純資産残高

1.純行政コスト ＜着目する主な項目＞
2.財源 ・本年度差額
　　　（1）税収等 発生主義ベースでの収支均衡が図られているかを表す項目。
　　　（2）国県等補助金 プラスであれば、現世代の負担によって将来世代も利用可能
　本年度差額 な資源を貯蓄したことを意味する一方、マイナスであれば、
固定資産の変動（内部変動） 将来世代が利用可能な資源を現世代が費消して便益を
資産評価差額 享受していることを表示。
無償所管換等

その他

　本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

前年度末純資産残高

1.純行政コスト

2.財源

　　　（1）税収等

　　　（2）国県等補助金

　本年度差額

固定資産の変動（内部変動）

資産評価差額

無償所管換等

その他

　本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

億円となっており、純行政コストと財源の差額は約2億円となっています。

の本年度資金収支額とは一致しません。

な お 本 年 度 純 資 産 変 動 額 に は 減 価 償 却 費 な ど の 非 資 金 仕 訳 が 含 ま れ る た め 資 金 収 支 計 算 書

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額
に齟齬が生じる場合があります。

行 政 コ ス ト 計 算 書 で 計 算 さ れ た 純 行 政 コ ス ト 約 222 億 円 に 対 し て 、 市 税 や 各 種 交 付 金 、 分

担 金 や 負 担 金 、 他 会 計 か ら の 繰 入 金 で あ る 税 収 等 は 約 142 億 円 、 国 県 か ら の 補 助 金 が 約 82

ま た 、 無 償 で 取 得 し た 資 産 等 の 増 減 を 加 味 し た 本 年 度 純 資 産 変 動 額 は 約 1 億 円 と な っ て お

り、これは現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したこと を意味す るもので す。

- 

- 

46,363△ 

- 

107,258 

39,119,540 

39,012,283 

22,236,092△ 

22,389,712 

14,198,043 

8,191,669 

153,620 

比 較 す る こ と に よ り 、 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に 必 要 と な る コ ス ト が 受 益 者 負 担 以 外 の 財 源 に よ

(単位：千円）

純資産変動計算書

勘定科目
一般会計等

金額

純 資 産 変 動 計 算 書 は 、 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 が 、 1 年 間 で ど の よ う な 要 因 で 増 減 し た か 、 を 表 す

1 年 間 の 純 行 政 コ ス ト の 金 額 に 対 し て 、 税 収 等 及 び 国 県 等 補 助 金 の 金 額 が ど の 程 度 あ る か を
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用語解説

①前年度末純資産残高・・ 前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致）

②純行政コスト・・・・・・・・ 行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスなど、資産

形成につながらない行政サービスに係る費用（行政コスト計算書の「純

行政コスト」の符号を反転した数値と一致）

③財源

市税、地方交付税、地方譲与税など

国庫支出金及び県支出金など

④資産評価差額・・・・・・・ 有価証券等の評価差額

⑤無償所管換等・・・・・・・ 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など

⑥その他・・・・・・・・・・・・・ 上記以外の純資産の変動

　税収等・・・・・・・・・・・・・・

　国県等補助金・・・・・・・・

11



（４）資金収支計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

と一致します。

の借入や元金償還に関する支出を表しています。

1.業務活動収支 a ＜着目する主な項目＞
　　業務支出 a　業務活動収支　（経常的な活動に関する収支を集計）
      内、支払利息支出 税収、補助金収入等の経常的な収入で、人件費、物件費等の経常的
　　業務収入 な活動のための支出を賄えているかどうかを表すものであり、投資
　　臨時支出 活動や財務活動の余力があるかを表すものである。業務活動収支は
　　臨時収入 通常プラスになることが望ましく、業務活動収支がマイナスの場合、
2.投資活動収支 b 財政的に良好ではないことがわかる。プラスの場合、業務活動収支の
　　投資活動支出 プラスの範囲内で投資活動収支を賄い、さらには財務活動収支も
　　投資活動収入 賄うのが一般的である。
       基礎的財政収支

3.財務活動収支 c b　投資活動収支　（投資的な活動に関する収支を集計）
　　財務活動支出 公共施設等の整備や基金の積立て、投資等の投資的な活動に関する
　　財務活動収入 支出に対して、補助金や基金の取り崩しによりどれだけ充当したかを
本年度資金収支額 表している。投資活動収支は資産形成等が行われればマイナスに
前年度末資金残高 なることが多く、投資活動収支がプラスの場合は、当年度に基金の
本年度末資金残高 取崩が行われたことや資産形成等がほとんどなかったことを示す
前年度末歳計外現金高 ことが多い。
本年度末歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金高 c　財務活動収支　（財務的な活動に関する収支を集計）
本年度末現金預金残高 財務活動収支は、当年度の地方債等の発行（収入）及び地方債等の

償還（支出）の状況を表している。地方債の償還が進んでいる場合
には、財務活動収支がマイナスとなるが、財務活動収支がプラスの
場合は、地方債等が増加していることを示すため、今後の地方債等の
償還に可能となる収入が見込まれるか留意する必要がある。

業 務 活 動 収 支 は 、 日 常 の 行 政 サ ー ビ ス を 行 う う え で の 収 入 と 支 出 を 表 し て い ま す 。 投 資 活 動

収 支 は 、 主 に 固 定 資 産 形 成 に 関 す る 収 入 と 支 出 を 表 し て い ま す 。 財 務 活 動 収 支 と は 、 地 方 債 等

資 金 収 支 計 算 書 は 、 単 年 度 の 資 金 の 収 支 を 表 し 、 1 年 間 の 資 金 の 増 減 を 、 業 務 活 動 収 支 ・

投 資 活 動 収 支 ・ 財 務 活 動 収 支 の 3 区 分 に 分 け 、 ど の よ う な 活 動 に 資 金 が 必 要 で あ っ た か を 示 し

て い ま す 。 ま た 、 本 年 度 末 現 金 預 金 残 高 は 、 貸 借 対 照 表 の 流 動 資 産 の 現 金 預 金 の 金 額
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1.業務活動収支

　　業務支出

　　内、支払利息支出

　　業務収入

　　臨時支出

　　臨時収入

2.投資活動収支

　　投資活動支出

内、基金積立金支出

　　投資活動収入

内、基金取崩収入

3.財務活動収支

　　財務活動支出

　　財務活動収入

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金高

本年度末歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金高

本年度末現金預金残高

収支は約23億円の赤字となっています。

0.35億円あります。

額の増加につながっています。

は、市債を発行し た額が償還 額よ りも 多か った ため で あ り、 貸借 対照 表の 負債 で あ る地 方債 の総

主 な 投 資 活 動 支 出 と し て 、 公 共 施 設 等 整 備 支 出 で 約 32 億 円 、 基 金 の 積 立 支 出 約 1 億 円 が あ り

ま す 。 主 な 投 資 活 動 収 入 と し て 、 公 共 施 設 整 備 に 係 る 補 助 金 が 約 10 億 円 、 基 金 の 取 崩 収 入 が 約

財 務 活 動 収 支 は 市 債 の 償 還 と 発 行 が 関 わ っ て お り 、 約 11 億 円 の 黒 字 と な っ て い ま す 。 こ れ

59,566 

75,277 

134,843 

521,812 

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬
が生じる場合があります。

経 常 的 な 業 務 活 動 収 支 に お い て は 、 約 11 億 円 の 黒 字 と な っ て い ま す 。 そ れ に 対 し 、 投 資 活 動

1,086,163 

1,720,693 

2,806,856 

63,924△ 

450,893 

386,969 

2,251,221△ 

3,297,302 

68,803 

1,046,081 

35,242 

基礎的財政収支 980,172△ 

1,101,134 

21,633,319 

136,354 

22,770,496 

71,058 

35,015 

(単位：千円）

資金収支計算書

勘定科目
一般会計等

金額
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Ⅲ全体・連結財務書類

一部事務組合などの関係団体を含めたものです。

１　貸借対照表（令和2年3月31日現在）

1.固定資産 1.固定負債

（1）有形固定資産 　　（1）地方債

　　　事業用資産 　　（2）長期未払金

　　　インフラ資産 　　（3）退職手当引当金

　　　物品 　　（4）損失補償等引当金

（2）無形固定資産 　　（5）その他

（3）投資その他の資産

      投資及び出資金 2.流動負債

      投資損失引当金 　　（1）1年内償還予定地方債

      長期延滞債権 　　（2）未払金

      長期貸付金 　　（3）未払費用

      基金 　　（4）前受金

      その他 　　（5）前受収益

      徴収不能引当金 　　（6）賞与等引当金

2.流動資産 　　（7）預り金

（1）現金預金 　　（8）その他

（2）未収金

（3）短期貸付金 　負債の部合計

（4）基金 （1）固定資産等形成分

（5）棚卸資産 （2）余剰分（不足分）

（6）その他 （3）他団体出資等分

（7）徴収不能引当金

3.繰延資産 　純資産の部合計

　資産の部合計 　負債及び純資産の部合計

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。

２　行政コスト計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

経常費用
1.業務費用
　　　（1）人件費
　　　（2）物件費等
          内、減価償却費
　　　（3）その他の業務費用
2.移転費用
　　　（1）補助金等
　　　（2）社会保障給付
　　　（3）他会計への繰出金
　　　（4）その他
経常収益
1.使用料及び手数料
2.その他
純経常行政コスト
臨時損失
臨時利益
純行政コスト
※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。
注）1　この割合は、受益者負担比率を表しています。（経常収益/経常費用）

107,008 107,008 
7,710 7,710 

33,678,854 42,135,936 

注）1
2,550,711 2,586,083 

528,338 614,773 
33,579,555 42,036,637 

11,929 0.0% 19,484 0.0%
3,079,049 8.4% 3,200,856 7.1%

9,025,050 24.6% 9,025,050 20.0%
- - - -

23,743,876 64.8% 32,036,920 70.8%
14,706,898 40.1% 22,992,387 50.8%

3,116,992 8.5% 3,120,250 6.9%
619,432 1.7% 743,373 1.6%

8,129,831 22.2% 8,168,015 18.1%

割合
36,658,604 100.0% 45,237,493 100.0%
12,914,728 35.2% 13,200,573 29.2%

(単位：千円）

行政コスト計算書

勘定科目
全体 連結

金額 割合 金額

4,165,465 11.4% 4,289,185 9.5%

43,566,245 43.5% 44,204,586 43.9%

100,137,864 100.0% 100,800,225 100.0% 100,137,864 100.0% 100,800,225 100.0%

13,949△ △0.0% 13,949△ △0.0%

- - - -

20,622 0.0% 20,788 0.0% - - 

64,432 0.1% 475,887 0.5% 53,485,713△ 52,806,674△ 

56,595,639 56.1%

3,095,098 3.1% 3,363,744 3.3% 97,051,957 97,011,260 

383,162 0.4% 4,162 0.0% 56,571,620 56.5%

938,682 0.9% 939,089 0.9%

141,108 0.1%

2,076,119 2.1% 2,367,150 2.3% 55,410 0.1% 55,410 0.1%

6,564,167 6.6% 7,156,871 7.1% 140,786 0.1%

- -

16,144△ △0.0% 16,144△ △0.0% 327,841 0.3% 328,161 0.3%

- - 5,008 0.0% - -

- -

2,160,378 2.2% 2,322,218 2.3% 68,296 0.1% 73,257 0.1%

2,497 0.0% 2,497 0.0% - -

2,828,120 2.8%

695,446 0.7% 696,784 0.7% 437,290 0.4% 455,705 0.5%

- - - - 2,828,120 2.8%

233,675 0.2% 116,890 0.1% 3,857,743 3.9% 3,881,761 3.9%

3,075,853 3.1% 3,127,254 3.1%

- -

2,862,568 2.9% 2,862,568 2.8% 11,112,368 11.1% 11,112,368 11.0%

3,183,845 3.2% 3,184,932 3.2% - -

- -

54,721,573 54.6% 54,721,573 54.3% 3,249,410 3.2% 3,249,410 3.2%

29,729,858 29.7% 29,747,027 29.5% - -

52,713,877 52.3%

87,635,276 87.5% 87,653,532 87.0% 38,352,099 38.3% 38,352,099 38.0%

93,573,697 93.4% 93,643,354 92.9% 52,713,877 52.6%

（単位：千円）

貸借対照表
資産の部 負債及び純資産の部

勘定科目
全体 連結

勘定科目
全体 連結

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

「 Ⅰ 直 方 市 の 財 務 書 類 の 公 表 に つ い て （ ５ 作 成 対 象 と す る 範 囲 ） 」 で も 述 べ た と お り 、 全 体

財務書類とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めたもので、連結財務書類とは、全体に
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３　純資産変動計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

前年度末純資産残高

1.純行政コスト

2.財源

　　　（1）税収等

　　　（2）国県等補助金

　本年度差額

固定資産の変動（内部変動）

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少

比例連結割合変更に伴う差額

その他

　本年度純資産変動額

本年度末純資産残高
※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。

４　資金収支計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

1.業務活動収支

　　業務支出

　　内、支払利息支出

　　業務収入

　　臨時支出

　　臨時収入

2.投資活動収支

　　投資活動支出

内、基金積立金支出

　　投資活動収入

内、基金取崩収入

基礎的財政収支

3.財務活動収支

　　財務活動支出

　　財務活動収入

本年度資金収支額

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金高

本年度末歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金高

本年度末現金預金残高
※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。

134,843 134,849 

2,076,119 2,367,150 

1,941,276 2,232,301 

59,566 59,569 

75,277 75,280 

276,689 213,721 

1,664,587 2,019,320 

- 740△ 

788,145 765,156 

2,750,844 2,773,832 

3,538,988 3,538,988 

1,644,783 1,678,076 

35,242 90,497 

47,496 33,115 

2,719,637△ 2,743,393△ 

4,364,420 4,421,469 

150,141 229,176 

35,651,995 44,206,532 

83,486 83,486 

35,015 35,015 

2,208,181 2,191,958 

33,395,343 41,966,103 

444,053 445,871 

(単位：千円）

資金収支計算書

勘定科目
全体 連結

金額 金額

320,612 36,285 

292,219 29,655△ 

43,566,245 44,204,586 

- - 

- - 

- 15,114△ 

- - 

- - 

46,363△ 46,363△ 

18,778,565 26,272,158 

14,918,259 15,859,315 

17,970 4,463△ 

43,274,026 44,234,241 

33,678,854△ 42,135,936△ 

33,696,824 42,131,473 

(単位：千円）

純資産変動計算書

勘定科目
全体 連結

金額 金額
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Ⅳ財務書類分析

分析することが重要です。

傾向を踏まえた分析を行うなど留意が必要です。

て指標を算出しています。

分析の視点 住民等のニーズ 指標

▶住民一人当たり資産額

▶有形固定資産の行政目的別割合

▶歳入額対資産比率

▶有形固定資産減価償却率

▶純資産比率

▶社会資本等形成の世代間負担比率

▶住民一人当たり負債額 

▶基礎的財政収支 

▶債務償還可能年数

▶住民一人当たり行政コスト

▶性質別・行政目的別行政コスト

▶受益者負担割合

将来世代と現世代との負担の分担は適切か

財政に持続可能性があるか
（どのくらい借金があるか）

行政サービスは効率的に提供されているか

歳入はどのくらい税金等で賄われているか
（受益者負担の水準はどうなっているか）

発生した取引の影響で大きく数値が変動する場合があること、経費の性質的には計算に含めるべきもの

（又は除くべきもの）が、必ずしも加除されていないこと等から、分析結果を読み解く際には複数年度の

な お 、 こ れ ら の 指 標 に 基 づ き 、 類 似 団 体 と の 比 較 分 析 を 効 率 的 に 進 め る た め に 、 各 地 方 公 共 団

体 の 指 標 を 比 較 可 能 な 形 で 示 す 方 法 の 検 討 に つ いて は 、 地 方 公 共 団 体 の 財 務 書 類 の 公 表 の 進 捗 を

踏 ま え 、 引 き 続 き の 課 題 と し て 認 識 す る 必 要 が あ り ま す 。 今 回 の 分 析 で は 、 一 般会 計等 の金 額を 用い

将来世代に残る資産はどのくらいあるか

統一的な基準による 地方 公会 計の 整備 によ り、 従来 の決 算統 計や 地方 公共 団体 の財 政の 健全 化に

関 す る 法 律 （ 平 成 19 年 法 律 第 94 号 ） に お け る 健 全 化 指 標 等 、 既 存 の 指 標 に 加 え 、 地 方 公 共

団 体 が 保 有 す る 資 産 ・ 負 債 に 関 す る 新 た な 指 標 を 算 出 す る こ と に よ り 財 政 状 況 を 多 角 的 に

分 析 す る こ と が 可 能 と な り ま す 。 分 析 の ５ つ の 視 点 で 考 え ら れ る 主 な 指 標 は 下 図 の と お り で す が 、

当 該 年 度 の 類 似 団 体 比 較 （ 数 値 分 析 ・ 指 標 分 析 ） や 経 年 比 較 （ 数 値 ・ 指 標 の 増 減 分 析 ） に よ り

た だ し 、 こ れ ら の 指 標 に つ いて は 、 全 体 の 大 ま か な 傾 向 を 把 握 す る た め に は 有 用 で す が 、 単 年 度 に

持続可能性

（健全性）

効率性

自律性

世代間公平性

資産形成度
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１ 資産形成度 将来世代に残る資産はどのくらいあるか

住民一人当たり資産額

しやすい情報となると共に、他団体との比較が容易になります。

算定式

資産合計÷住民基本台帳人口

住民一人当たり資産額

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

※　3月31日現在の直方市HP掲載人口を使用

１人当たり投資等・流動資産」とに分けて分析することも可能です。

得 価 額 等 と 減 価 償 却 累 計 額 と に 分 け 経 年 比 較 す る こ と で 、 人 口 減 少 等 に よ り 資 産 圧 縮 に 取 り 組 ん

だ 結 果 な の か 、 老 朽 化 に よ り 金 額 が 減 少 し て い る の か を 把 握 し 、 資 産 圧 縮 で あ れ ば 評 価 で き ま す 。

住 民 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 保 有 し 将 来 世 代 に 引 き 継 ぐ 資 産 で あ る 有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 と 、

将 来 、 債 務 返 済 や 行 政 サ ー ビ ス に 使 用 す る こ と が 可 能 な 資 産 （ 投 資 等 、 流 動 資 産 ） と に 分 け ら れ

る こ と か ら 、 「 住 民 １ 人 当 た り の 資 産 額 」 は さ ら に 、 「 住 民 １ 人 当 た り 有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 」 と 「 住 民

経 年 比 較 に お い て は 資 産 の 増 減 の 要 因 や 資 産 形 成 の 傾 向 を 明 ら か に す る こ と が 必 要 で す 。

住 民 １ 人 当 た り 資 産 額 の 増 加 は 行 政 サ ー ビ ス に 用 い る こ と が で き る 資 産 形 成 が 進 み 、 資 産 の

蓄 積 が な さ れ た と 評 価 す る こ と が で き ま す が 、 住 民 １ 人 当 た り 資 産 額 の 大 き な 減 少 は 、 金 額 を 取

地 方 公 共 団 体 の 資 産 形 成 度 を 分 析 す る に あ た り 、 住 民 １ 人 当 た り の 資 産 額 を 算 出 す る こ と に よ っ

て 、 住 民 に と っ て も わ か り や す い 情 報 と な る と と も に 、 類 似 団 体 と も 比 較 が 容 易 と な り ま す 。

ま た 、 住 民 １ 人 当 た り 資 産 額 は 、 資 産 合 計 を ベ ー ス に 算 定 し ま す が 、 資 産 に は 、 大 き く 分 け て 、

61,676,016 57,007 1,082

63,127,638 57,321 1,101

63,867,487 56,499 1,130

62,660,721 56,645 1,106

・ 資 産 額 を 住 民 基 本 台 帳 人 口 で 除 し て 住 民 一 人 当 た り 資 産 額 と す る こ と に よ り 、 住 民 等 に と っ て 理 解

資産（千円） 直方市HP掲載人口（人）
住民一人当たりの

資産額（千円）

1,1301,1061,0821,101

0
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1,000

1,200

R1年度H30年度H29年度H28年度

千円 住民一人当たり資産額
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＜参考＞

住民一人当たり有形・無形固定資産

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

住民一人当たり投資等・流動資産

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度 5,652,739 57,321 99

6,199,839 56,645 109

5,374,965 57,007 94

投資等流動資産(千円） 直方市HP掲載人口（人）
一人当たり

投資等・流動資産

6,246,681 56,499 111

57,474,899 57,321 1,003

56,460,883 56,645 997

56,301,051 57,007 988

有形・無形固定資産（千円） 直方市HP掲載人口（人）
一人当たり

有形・無形固定資産

57,620,807 56,499 1,020

1,0209979881,003
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千円 住民一人当たり有形・無形固定資産
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有形固定資産の行政目的別割合

ができます。

す。

有形固定資産の行政目的別の割合

生活インフラ
国土保全

教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 その他 合計

R1年度 59.8% 23.5% 1.4% 5.6% 4.0% 1.1% 4.6% 0.0% 100.0%

H30年度 61.4% 23.7% 1.4% 3.5% 4.0% 1.1% 4.9% 0.0% 100.0%

H29年度 62.4% 23.1% 1.4% 3.3% 4.0% 1.1% 4.6% 0.0% 100.0%

H28年度 62.2% 22.7% 1.4% 3.2% 4.9% 0.9% 4.7% 0.0% 100.0%

ることが可能となります。

のか、を読み解くことが可能となります。

しているかを把握することができます。

が ど の よ う に 形 成 さ れ て き た の か 、 ま た 、 類 似 団 体 と 比 較 す る こ と に よ り 、 資 産 形 成 の 特 徴 を 把 握 す

生 活 イ ン フ ラ ・ 国 土 保 全 の 代 表 的 な 資 産 と し て は 道 路 工 作 物 等 に 代 表 さ れ る イ ン フ ラ 資 産 が あ り 、

教育の代表的な資産としては学校施設がありますが、それらの公共資産がどのような比重で資産形成

さ れ て い る の か 、 ま た 、 ど の よ う な 速 度 で 資 産 形 成 さ れ て き た か 、 な い し は 老 朽 化 が 進 ん で き て い る

なお、施設の老朽化が加速している分野の分析については、金額を取得価額等と減価償却累計額に

分 けて 経 年 比 較 す る こ と で 、 投 資 額 が 少 な いこ と に よ り 金 額 が 小 さ い の か 、 老 朽 化 に よ り 金 額 が 減 少

・有形固定資産の行政目的別（生活インフラ・国土保全、福祉、教育等）の割合を算出 する こと によ り、

・ 経 年 比 較 す る こ と に よ り 、 行 政 分 野 ご と に 社 会 資 本 が ど の よ う に 形 成 さ れ て き た か を 把 握 す る こ と

・類似団体との比較により資産形成の特徴を把握し、今後の資産整備の方向性の検討の参考になりま

有形 固定 資産 につ いて 、行 政目 的別 の割 合を 算出 する こと によ り、 行政 分野 ごと の社 会資 本の 形成

の 比 重 を 把 握 す る こ と が 可 能 と な り ま す 。 こ れ を 経 年 比 較 す る こ と に よ り 、 行 政 分 野 ご と に 社 会 資 本

行政分野ごとの社会資本形成の比重の把握が可能となります。
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歳入額対資産比率

ができます。

算定式

資産合計÷歳入総額

歳入額対資産比率

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

成された資産が、何年分の歳入に相当するのかによっても測ることができます。

地 方 公 共 団 体 の 資 産 形 成 度 に つ いて は 、 歳 入 総 額 に 対 す る 資 産 合 計 の 比 率 を 算 出 し 、 こ れ ま で に 形

63,127,638 25,156,603 2.5

62,660,721 26,061,345 2.4

61,676,016 24,482,768 2.5

・ 当 該 年 度 の 歳 入 総 額 に 対 す る 資 産 の 比 率 を 算 出 す る こ と に よ り 、 こ れ ま で に 形 成 さ れ た ス ト ッ ク と

しての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産形成の度合いを把握すること

資産（千円） 歳入総額（千円）
歳入額対

資産比率（年）

63,867,487 27,109,342 2.4

2.42.4
2.52.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R1年度H30年度H29年度H28年度

年 歳入額対資産比率
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有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）

す。

算定式

有形固定資産減価償却率

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

の情報として活用することも可能となります。

要があります。

保 有 し て い る 有 形 固 定 資 産 の う ち 、 償 却 資 産 の 取 得 価 額 等 に 対 す る 減 価 償 却 累 計 額 の 割 合 を 算 出

することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過したのかを把握することが可 能と なり

ま す 。 さ ら に 、 行 政 目 的 別 や 施 設 別 に 当 該 比 率 を 算 出 す る こ と に よ り 、 資 産 の 償 却 が 進 ん で いる 行 政

分 野 や 施 設 に つ いて よ り 詳 細 な 把 握 が 可 能 と な り 、 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト における 老朽 化対 策の 検討

な お 、 減 価 償 却 累 計 額 の 算 定 に は 耐 用 年 数 省 令 に よ る 耐 用 年 数 を 用 い る こ と を 原 則 と し て い る た

め、資産の長寿命化対策を行った 場合 に、 その 結果 が直 接反 映さ れる もの では ないこと に留 意す る必

60,271,742 99,948,151 60.3%

63,652,676 102,096,496 62.3%

61,950,023 101,129,280 61.3%

減価償却累計額
（千円）

有形固定資産-非償却資産
+減価償却累計額（千円）

有形固定資産
減価償却率

65,134,294 102,799,714 63.4%

・ 有 形 固 定 資 産 の う ち 、 償 却 資 産 の 取 得 価 額 等 に 対 す る 減 価 償 却 累 計 額 の 割 合 を 算 出 す る こ と に よ

り 、 耐 用 年 数 に 対 し て 資 産 の 取 得 か ら ど の 程 度 経 過 し て いる の か を 全 体 と し て 把 握 す る こ と が で き ま

・ 固 定 資 産 台 帳 等 を 活 用 す れ ば 、 行 政 目 的 別 や 施 設 別 の 比 率 も 算 出 す る こ と が で き ま す 。

有形固定資産
＝

減価償却累計額

減価償却率 有形固定資産合計-土地等の非償却資産+減価償却累計額

63.4%62.3%61.3%60.3%
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＜参考＞

事業用資産における減価償却累計額

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

インフラ資産における減価償却累計額

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

物品における減価償却累計額

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度 1,415,968 1,758,321 80.5%

1,387,074 1,961,748 70.7%

1,457,036 1,933,167 75.4%

減価償却累計額
（千円）

物品取得価額
（千円）

有形固定資産
減価償却率

1,480,382 1,984,510 74.6%

30,955,297 55,991,071 55.3%

32,879,548 56,958,708 57.7%

31,912,842 56,336,519 56.6%

減価償却累計額
（千円）

インフラ資産-非償却資産
+減価償却累計額（千円）

有形固定資産
減価償却率

33,864,391 57,373,606 59.0%

27,900,477 42,198,759 66.1%

29,386,054 43,176,041 68.1%

28,580,144 42,859,594 66.7%

減価償却累計額
（千円）

事業用資産-非償却資産
+減価償却累計額（千円）

有形固定資産
減価償却率

29,789,521 43,441,598 68.6%
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２ 世代間公平性 将来世代と現世代との負担の分担は適切か

純資産比率

益を享受していると捉えることができます。

要があります。

算定式

純資産÷資産合計

純資産比率

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

ることが可能となります。

世 代 の 負 担 に よ り 行 わ れ た の か を 把 握 し 、 世 代 間 負 担 の 公 平 性 を 測 る こ と が 可 能 と な り ま す 。

ま た 、 純 資 産 比 率 の 経 年 比 較 に よ っ て 、 世 代 間 負 担 が ど の よ う に 推 移 し て い る の か 把 握 す る と と も

に、類似団体比較により、自団体の世代間負担が類似団体と比べてどのような傾向にあるのか把握す

純 資 産 の 増 加 は 、 過 去 及 び 現 世 代 の 負 担 に よ り 将 来 世 代 が 利 用 可 能 な 資 源 を 蓄 積 し た こ と を 表 す

一 方 、 純 資 産 の 減 少 は 、 将 来 世 代 が 利 用 可 能 な 資 源 を 過 去 及 び 現 世 代 が 費 消 し て いる と 捉 え ら れ ま

す。このため、純資産に対する資産の比率を算出することにより、保有している有形固定資産等がどの

61,676,016 37,893,225 61.4%

63,127,638 38,884,670 61.6%

63,867,487 39,119,540 61.3%

62,660,721 39,012,283 62.3%

・ 地 方 債 の 発 行 等 を 通 じ て 、 将 来 世 代 と 過 去 及 び 現 世 代 の 負 担 の 配 分 を 行 う と 考 え れ ば 、 純 資 産

の 変 動 は 、 将 来 世 代 と 過 去 及 び 現 世 代 と の 間 で 負 担 の 割 合 が 変 動 し た こ と を 意 味 し ま す 。

・ た と えば 、純 資産 の増 加は 、過 去及 び現 世代 の負 担に よっ て将 来世 代も 利用 可能 な資 源を 蓄積 した

こ と を 意 味 す る 一 方 、 純 資 産 の 減 少 は 、 将 来 世 代 が 利 用 可 能 な 資 源 を 過 去 及 び 現 世 代 が 費 消 し て 便

・ な お 、 純 資 産 は 固 定 資 産 形 成 分 及 び 余 剰 分 （ 不 足 分 ） に 分 類 さ れ る た め 、 そ の 内 訳 に も 留 意 す る 必

資産（千円） 純資産（千円） 純資産比率

63,867,48762,660,72161,676,01663,127,638

39,119,54039,012,28337,893,22538,884,670

61.3%62.3%61.4%61.6%
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社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）

ることができます。

算定式

社会資本等形成の世代間負担比率

（将来世代負担比率）

※地方債（借入先別）から以下を控除したもの

ｲ.臨時財政特例債　ﾛ.減税補填債　ﾊ.臨時税収補填債　ﾆ.臨時財政対策債　ﾎ.税収補填債特例分

社会資本等形成の世代間負担比率

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

握するものです。

では、社会資本等形成に係る世代間の負担割合を把握することができます。

「 社 会 資 本 等 形 成 の 世 代 間 負 担 比 率 （ 将 来 世 代 負 担 比 率 ） 」 は 、 社 会 資 本 等 形 成 分 と 財 源 調 達 の う

ち 将 来 世 代 負 担 と な る 地 方 債 残 高 を 比 較 す る こ と で 、 社 会 資 本 形 成 に お け る 世 代 間 負 担 の 状 況 を 把

純 資 産 比 率 で は 、 過 去 及 び 現 世 代 と 将 来 世 代 の 負 担 割 合 を 把 握 で き ま す が 、 将 来 世 代 負 担 比 率

10,859,571 57,474,899 18.9%

10,460,182 56,460,883 18.5%

10,530,724 56,301,051 18.7%

地方債残高（千円）
有形・無形

固定資産合計（千円）
社会資本等形成の
世代間負担比率

11,641,942 57,620,807 20.2%

・有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達割合（公共資産等

形成充当負債の割合）を算定することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握す

＝
地方債残高　※

有形・無形固定資産合計

11,641,94210,460,18210,530,72410,859,571

57,620,80756,460,88356,301,05157,474,899

20.2%
18.5%18.7%18.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

R1年度H30年度H29年度H28年度

千円
社会資本等形成の世代間負担比率

地方債残高 有形・無形固定資産 社会資本形成の世代間負担比率

24



３ 持続可能性

住民一人当たり負債額

すい情報になるとともに、他団体との比較が容易になります。

算定式

負債合計÷住民基本台帳人口

住民一人当たり負債額

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

団体との比較が容易になるとともに、住民にとってもわかりやすい情報となります。

資産 形成 度を 示す 住民 １人 当た り資 産額 と同 様、 負債 の総 額で は、 団体 ごと の財 政規 模が 異な るた

め 、 単 純 に 金 額 の み で 比 較 す る こ と は で き ま せ ん が 、 住 民 １ 人 当 た り の 負 債 額 を 算 出 す る こ と で 類 似

23,782,791 57,007 417

24,242,967 57,321 423

24,747,947 56,499 438

23,648,439 56,645 417

財政に持続可能性があるか
（どのくらい借金があるか）

・ 負 債 額 を 住 民 基 本 台 帳 人 口 で 除 し て 住 民 一 人 当 り 負 債 額 と す る こ と に よ り 、 住 民 に と っ て 理 解 し や

負債
（千円）

直方市HP掲載人口（人）
住民一人当たりの

負債額（千円）
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基礎的財政収支（プライマリーバランス）

増加しないため、持続可能な財政運営が実現できていると捉えることができます。

算定式

基礎的財政収支＝業務活動収支（支払利息支出を除く）

+投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く)

基礎的財政収支

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

とは限らないことに留意が必要です。

考とすることが考えられます。

財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 及 び 減 収 補 填 債 特 例 分 発 行 額 を 加 え た 場 合 の 基 礎 的 財 政 収 支 に つ いて も 参

な お 、 政 府 全 体 の 財 政 健 全 化 の 目 標 に も 使 わ れ て い ま す が 、 地 方 公 共 団 体 に お い て は 、 建 設

公 債 主 義 が よ り 厳 密 に 適 用 さ れ て お り 、 原 則 と し て 赤 字 公 債 に 依 存 す る こ と が で き な い た め 、 同 じ

表現を使っていても、国と地方の基礎的財政収支を一概に比較すべきではない点には留意が必要です。

基礎的財政収支は、業務活動収支と投資活動収支のいずれも赤字の場合、またはどちらか一方が赤字

の 場 合 で も 、 マ イナ ス に な る 可 能 性 が あ り ま す 。 公 共 施 設 等 の 老 朽 化 対 策 が 喫 緊 の 課 題 とな る中 で、

必要な事業を行えば基礎的財政収支はマイナスになる可能性があ るた め、 この 指標 をど のよ うに 評価

分析すべきかについては、検討が必要であり、一概に基礎的財政収支がプラスであることが、評価できる

また、基礎的財政収支が赤字と なる場合には、赤字要因の分析 にあ たり 、地 方財 政収 支の 不足 額を

補 て ん す る た め に 発行 する 特例 的な 地方 債で ある 臨時 財政 対策 債等 に留 意し 、業 務活 動収 入に 臨時

1,275,122 △ 778,012 497,110

1,965,635 △ 1,000,750 964,885

1,064,968 △ 906,220 158,748

そ の 時 点 の 税 収 等 で ど れ だ け 賄 え て い る か を 示 す 指 標 と さ れ て い ま す 。 な お 、 基 礎 的 財 政 収 支 が

均 衡 し て い る 場 合 に は 、 経 済 成 長 率 が 長 期 金 利 を 下 回 ら な い 限 り 経 済 規 模 に 対 す る 債 務 の 比 率 は

業務活動収支
（支払利息支出を除く）

（千円）

投資活動収支
（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く)

基礎的財政収支
（千円）

1,237,488 △ 2,217,660 △ 980,172

・ 税 収 ・ 税 外 収 入 と 公 債 費 を 除 く 歳 出 と の 収 支 を 表 し 、 そ の 時 点 で 必 要 と さ れ る 政 策 的 経 費 を

△ 980,172

964,885

158,748

497,110

△ 1,200,000

△ 1,000,000

△ 800,000

△ 600,000

△ 400,000

△ 200,000
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債務償還可能年数

・実質債務が償還財源の何年分であるかを示す指標です。

参考指標という位置付けとなります。

算定式

①

②

※１ 将来負担額については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式による。

※２ 充当可能財源は、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式の「充当可能基金残高+充当可能特定歳入」とする。

※３ 経常一般財源等（歳入）等は、「①経常一般財源等＋②減収補填債特例分発行額＋③臨時財政対策債発行可能額」とする。

なお、①②は地方財政状況調査様式「歳入の状況 その２収入の状況」、③は地方公共団体健全化法上の実質公債費率の

算定式による。

※４ 経常経費充当財源等は、地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」の経常経費充当一般財源等から、次の金額を

控除した額とする。なお、イ～ハは地方公共団体健全化法上の実質公債費率の算定式、二は地方財政状況調査様式「性質

別経費の状況」による。

イ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

二 元金償還金（経常経費充当一般財源等）

債務償還可能年数

将来負担額
充当可能

財源
経常一般財源
等（歳入）等

経常経費充当
財源等

R1年度 36,198,627 10,135,728 13,343,157 10,356,280

H30年度 35,619,473 10,089,935 13,338,978 10,401,224

H29年度 35,577,363 9,537,897 13,156,308 10,416,939

H28年度 36,219,268 9,297,904 12,968,095 10,084,159

9.51

9.33

① ② ①/②

債務償還可能年数（年）

8.73

8.69

な お 、 こ の 数 値 は 、 地 方 公 会 計 か ら 得 ら れ る 情 報 で は な い こ と か ら 、 地 方 公 会 計 の 取 組 に お い て は

債務償還可能年数 ＝
将来負担額（※1）-充当可能財源（※2）

経常一般財源等（歳入）等（※3）-経常経費充当財源等（※4）

8.738.69

9.51

9.33

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

R1年度H30年度H29年度H28年度

年 債務償還可能年数
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４ 効率性 行政サービスは効率的に提供されているか

住民一人当たり行政コスト

とすることにより、行政活動の効率性を見ることができます。

算定式

純行政コスト÷住民基本台帳人口

住民一人当たり行政コスト

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

比較が可能となります。

時的に発生するものか）を考慮し、経常的なコストに着目することも有効です。

　したがって、類似団体との比較においては以下の指標が有効です。

ま た 、 類 似 団 体 と 比 較 す る 場 合 、 コ ス ト 発 生 の 要 因 （ 経 常 的 に 発 生 す る も の か 、 特 殊 事 情 に よ り 臨

効 率 性 を 測 る た め に は 、 行 政 コ ス ト に 着 目 す る こ と が 有 効 で す が 、 人 口 規 模 や 面 積 等 に よ り 、 必 要

と な る コ ス ト は 異 な る の で 、 類 似 団 体 と そ の ま ま 比 較 す る こ と は で き ま せ ん 。 住 民 １ 人 当 た り の 行 政

コ ス ト の 額 を 算 出 す る こ と に よ り 、 住 民 に と っ て も わ か り や す い 情 報 と な る と と も に 、 類 似 団 体 と も

21,439,111 57,007 376

21,830,351 57,321 381

22,236,092 56,499 394

22,279,491 56,645 393

・ 行 政 コ ス ト 計 算 書 で 算 出 さ れ る 行 政 コ ス ト を 住 民 基 本 台 帳 人 口 で 除 し て 住 民 一 人 当 た り 行 政 コ ス ト

純行政コスト
（千円）

直方市HP掲載人口（人）
住民一人当たりの

純行政コスト（千円）
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＜参考＞

住民一人当たり純経常行政コスト

す。

算定式

純経常行政コスト÷住民基本台帳人口

住民一人当たり純経常行政コスト

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

21,275,163 57,007 373

21,853,505 57,321 381

22,152,446 56,499 392

22,243,043 56,645 393

・ 住 民 一 人 当 た り 純 経 常 行 政 コ ス ト に つ いて は 、 地 方 公 共団 体の 人口 や面 積、 行政 権能 等に より 異な

る も の と 考 え ら れ る た め 、 一 概 に 他 団 体 と 比 較 す る の で は な く 、 類 似 団 体 等 と 比 較 す る こ と が 適 当 で

純経常行政コスト
（千円）

直方市HP掲載人口（人）
住民一人当たりの

純経常行政コスト（千円）
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性質別行政コスト

地方公共団体の行政活動に係る効率性を測定することができます。

・類似団体との比較により当該団体の効率性を評価することができます。

性質別行政コスト

業務費用 #########

人件費 #########

物件費等 #########

その他の業務費用#########

移転費用 #########

補助金等 #########

社会保障給付#########

他会計への繰出金#########

その他 11,840,528

把握することができます。

住民一人当たり人件費・物件費等

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度 9,859,305 57,321 172

10,504,752 56,645 185

9,488,317 57,007 166

人件費・物件費等
（千円）

直方市HP掲載人口（人）
住民一人当たり

人件費・物件費等（千円）

9,786,500 56,499 173

・ 性 質 別 行 政 コ ス ト を 住 民 基 本 台 帳 人 口 で 除 し て 住 民 一 人 当 た り 性 質 別 行 政 コ ス ト と す る こ と に よ り 、

性 質 別 の 行 政 コ ス ト を 経 年 比 較 し 増 減 分 析 す る こ と に よ り 、 効 率 性 の 度 合 い が 把 握 で き る と と も に 、

行 政 目 的 別 の 行 政 コ ス ト を 類 似 団 体 と 比 較 す る こ と に よ り 、 ど の 分 野 の 政 策 に 重 点 を 置 いて いる の か

人件費

15%

物件費等

27%

その他の業務費用

1%

補助金等

11%

社会保障給付

38%

他会計への繰出金

8%

その他

0%

業務費用

43%

移転費用

57%

性質別行政コスト
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５ 自律性

受益者負担の割合（受益者負担比率）

とができます。

算定式

受益者負担の割合（受益者負担比率）

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

可能です。

な い た め 、 課 題 の 設 定 に よ っ て は 、 分 担 金 や 負 担 金 を 加 え た 比 率 で 分 析 す る こ と が 考 え ら れ ま す 。

受 益 者 負 担 比 率 は 、 経 常 収 益 を 経 常 費 用 と 比 較 す る こ と に よ り 、 行 政 サ ー ビ ス 提 供 に 対 す る 負 担

（ 経 常 費 用 ） に つ い て 、 ど の 程 度 使 用 料 、 手 数 料 等 の 受 益 者 負 担 （ 経 常 収 益 ） で 賄 え て い る の か を 表

し て い ま す 。 こ れ を 経 年 比 較 及 び 類 似 団 体 比 較 す る こ と に よ り 、 受 益 者 負 担 の 特 徴 を 把 握 す る こ と が

ま た 、 事 業 別 ・ 施 設 別 の 受 益 者 負 担 の 割 合 を 算 出 す る こ と に よ り 、 各 事 業 ・ 施 設 の 受 益 者 負 担 の 状

況 を 分 析 し 、 使 用 料 等 の 見 直 し の 必 要 性 等 の 検 討 に つ な げ る こ と が 可 能 と な り ま す 。 な お、 受 益 者 負

担 に 類 似 す る も の で あ っ て も 、 分 担 金 や 負 担 金 と し て 徴 収 し て いる も の に つ いて は 経 常 収 益 に 含 ま れ

1,303,802 23,157,307 5.6%

1,292,827 23,535,870 5.5%

1,328,279 22,603,442 5.9%

経常収益
（千円）

経常費用
（千円）

受益者負担比率

1,403,425 23,555,871 6.0%

歳入はどのくらい税金等でまかなわれているか
（受益者負担の水準はどうなっているか）

・ 行 政 コ ス ト計 算書 の経 常収 益は 、使 用料 ・手 数料 など 行政 サー ビス に係 る受 益者 負担 の金 額を 表す

た め 、 こ れ を 経 常 費 用 と 比 較 す る こ と に よ り 、 行 政 サ ー ビ ス 提 供 に 対 す る 直 接 的 な 割 合 を 算 出 す る こ

・ ま た 、 事 業 別 ・ 施 設 別 に 算 出 す る こ と に よ り 、 受 益 者 負 担 の 割 合 を 詳 細 に 分 析 す る こ と も で き ま す 。

受益者負担比率 ＝
経常収益

経常費用

1,403,4251,292,8271,328,2791,303,802
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